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種
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
方
は
、
対

象
外
で
す
。

①
平
成
27
年
度
に
各
年
齢
に
な
る
方

② 

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
、
心

臓
、
腎
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
の
機

能
又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
ィ
ル
ス

に
よ
る
免
疫
の
機
能
に
障
害
を
有

す
る
方

○
公
費
助
成
金
に
つ
い
て

　
３
，
０
０
０
円
（
１
人
に
つ
き
生

涯
１
回
限
り
で
す
。
）

○
接
種
方
法
に
つ
い
て

　
委
託
医
療
機
関
で
の
個
別
接
種
と

 

（
健
康
福
祉
課
）

　
平
成
27
年
度
は
、
下
記
の
と
お
り

成
人
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

公
費
助
成
を
実
施
し
ま
す
。

○
肺
炎
球
菌
に
つ
い
て

　
肺
炎
球
菌
は
肺
炎
の
原
因
と
な
る

菌
で
あ
り
、
肺
炎
の
ほ
か
に
も
慢
性

気
道
感
染
症
、
中
耳
炎
、
副
鼻
腔
炎
、

敗
血
症
等
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
肺
炎
球
菌
に
よ
る
肺
炎
は
、
成

人
の
肺
炎
の
25
％
〜
40
％
を
占
め
、

特
に
高
齢
者
や
慢
性
疾
患
を
お
持
ち

の
方
は
重
篤
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
。

○
接
種
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

・ 

筋
肉
内
ま
た
は
皮
下
注
射
で
、
１

回
接
種
で
す
。

・ 

接
種
後
５
年
間
は
効
果
が
持
続
す

る
と
さ
れ
て
お
り
、
毎
年
接
種
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 

過
去
５
年
以
内
に
接
種
し
た
こ
と

が
あ
る
方
は
、
再
接
種
に
よ
り
、

接
種
部
位
の
痛
み
、
赤
み
、
し
こ

り
等
の
副
反
応
が
強
く
出
現
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
助
成
対
象
者

（
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
）

　
五
霞
町
に
住
所
が
あ
り
、
接
種
日

現
在
で
下
記
の
年
齢
に
該
当
す
る
方

　
た
だ
し
、
い
ま
ま
で
に
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
（
23
価
肺
炎
球
菌
莢
膜
ポ

リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
ワ
ク
チ
ン
）
の
接

成
人
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

接
種
の
公
費
助
成
に
つ
い
て

な
り
ま
す
。

　
委
託
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
保

健
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※ 

委
託
医
療
機
関
以
外
で
接
種
を
し

た
場
合
は
、
助
成
金
の
申
請
が
必

要
で
す
。
接
種
前
に
確
認
願
い
ま

す
。

○
予
診
票
に
つ
い
て

　
保
健
セ
ン
タ
ー
で
発
行
し
ま
す
。

（
健
康
保
険
証
な
ど
、
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
も
の
を
お

持
ち
の
う
え
、
保
健
セ
ン
タ
ー
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
保
健
セ
ン
タ
ー

（84）
１
９
１
０

 

（
健
康
福
祉
課
）

○
臨
時
福
祉
給
付
金
と
は

　
平
成
26
年
４
月
か
ら
消
費
税
率
が

８
％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ

る
所
得
の
低
い
方
々
へ
の
負
担
の
影

響
に
配
慮
し
、
簡
素
な
給
付
措
置
と

し
て
支
給
さ
れ
ま
し
た
。

　
消
費
税
10
％
へ
の
引
き
上
げ
が
平

成
29
年
４
月
に
先
送
り
さ
れ
た
た
め
、

引
き
続
き
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

○
給
付
対
象
者

　
平
成
27
年
度
分
の
町
民
税
（
均
等

割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

※
た
だ
し
、
次
の
方
は
除
く
。

・ 

課
税
さ
れ
て
い
る
方
に
、
税
法
上

○
対
象
児
童

　
平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当

（
特
例
給
付
を
除
く
）
の
対
象
と
な

る
児
童

※
生
活
保
護
の
被
保
護
者
等
は
除
く

○
支
給
額

　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
　
３
千
円

※ 

今
回
は
、
臨
時
福
祉
給
付
金
支
給

対
象
世
帯
の
方
も
、
併
給
で
き
ま

す
。

○
申
請
・
支
給
手
続
き

　
支
給
対
象
者
は
、
原
則
と
し
て
、

基
準
日
（
平
成
27
年
５
月
31
日
）
時

点
の
住
所
地
の
市
町
村
に
対
し
て
、

支
給
の
申
請
を
行
い
ま
す
。

※ 

申
請
方
法
・
支
給
時
期
に
つ
い
て

は
、
詳
細
が
決
ま
り
次
第
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

 

（
町
民
税
務
課
）

　
町
の
税
金
や
上
下
水
道
料
金
、
保

育
料
な
ど
の
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が

記
載
さ
れ
て
い
る
「
五
霞
町
納
税
等

記
録
票
」
は
役
場
④
番
窓
口
に
備
え

付
け
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で

き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

扶
養
さ
れ
て
い
る
場
合

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者

○
給
付
額

・
給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
６
千
円

※ 

今
回
の
給
付
金
は
、
年
金
受
給
者

等
に
対
す
る
加
算
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
申
請
・
支
給
手
続
き

　
申
請
先
は
、
基
準
日
（
平
成
27
年

１
月
１
日
）
に
お
い
て
住
民
登
録
が

さ
れ
て
い
る
市
町
村
に
な
り
ま
す
。

※ 

申
請
方
法
・
支
給
時
期
に
つ
い
て

は
、
詳
細
が
決
ま
り
次
第
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

 

（
健
康
福
祉
課
）

○�

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
と

は
　
平
成
26
年
４
月
か
ら
消
費
税
率
が

８
％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ

る
子
育
て
世
帯
へ
の
影
響
等
を
緩
和

す
る
た
め
、
臨
時
特
例
的
な
給
付
措

置
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
し
た
。

　
消
費
税
10
％
へ
の
引
き
上
げ
が
平

成
29
年
４
月
に
先
送
り
さ
れ
た
た
め
、

引
き
続
き
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

○
支
給
対
象
者

　
平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当

（
特
例
給
付
を
除
く
）
の
受
給
者
及

び
要
件
を
満
た
す
方

納
税
等
記
録
票
に
つ
い
て

　町公式ホームページ URLはこちら→http://www.town.goka.lg.jp/　

臨
時
福
祉
給
付
金
継
続
の
ご

案
内

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
継
続
の
ご
案
内

65歳 ： 昭和２５年４月２日生～昭和２６年４月１日生
70歳 ： 昭和２０年４月２日生～昭和２１年４月１日生
75歳 ： 昭和１５年４月２日生～昭和１６年４月１日生
80歳 ： 昭和１０年４月２日生～昭和１１年４月１日生
85歳 ： 昭和　５年４月２日生～昭和　６年４月１日生
90歳 ： 大正１４年４月２日生～大正１５年４月１日生
95歳 ： 大正　９年４月２日生～大正１０年４月１日生
100歳 ： 大正　４年４月２日生～大正　５年４月１日生


